
関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
期
日
を
定
め
る
政
令
（
案
）
参
照
条
文

◎

関
税
定
率
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
法
律
第
十
七
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
〜
五

（
省

略
）

六

第
五
条
中
関
税
法
第
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同

法
第
十
八
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二
十
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
二

十
六
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
六
十
七
条
の
二
の
改
正
規
定
、
同
法
第
九
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
三
条
の
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
四
条
の
改

正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
五
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
法
第
百
十
六
条
の
改
正

規
定
及
び
同
法
第
百
十
七
条
の
改
正
規
定
（
「
第
百
九
条
」
を
「
第
百
八
条
の
四
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
禁
制
品
を
輸
入
す
る
罪
・
禁
制
品
」
を
「
輸
出

し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
を
輸
出
す
る
罪
・
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
を
輸
入
す
る
罪
・
輸
入
し
て
は
な
ら
な
い
貨
物
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び

に
附
則
第
七
条
の
規
定

公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

七

（
省

略
）

（
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地
位
に

関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
七
条

日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に
基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合
衆
国
軍
隊
の
地

位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
関
税
法
等
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
第
十
九
条
ま
で
」
の
下
に
「
、
第
二
十
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
及
び
第
二
十
五
条
」
を
「
並
び
に
第
二
十
五
条
」

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
入
港
届
及
び
積
荷
目
録
」
を
「
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
九
項
に
規
定
す
る
入
港

届
（
同
条
第
一
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
報
告
す
べ
き
事
項
の
う
ち
積
荷
に
関
す
る
も
の
を
記
載
し
た
書
面
（
次
項
に
お
い
て
「
積
荷
目
録
」
と
い
う
。

）
を
含
む
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
二
十
条
」
の
下
に
「
及
び
第
二
十
条
の
二
第
三
項
」
を
加
え
る
。


